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佐賀大学海洋エネルギー研究所報告 OTEC No.30 (2025) 論文募集 

 

国立大学法人 佐賀大学  
海洋エネルギー研究所長 池上康之 

募集要旨: 
佐賀大学海洋エネルギー研究所は、海洋エネルギーとその複合利用分野に関する研究教育

およびその科学技術を戦略的に推進する国際的な先導的中核研究拠点として貢献すること

を目的としております。この目的のもと、本施設で得られた海洋エネルギーおよびその利用

に関連する研究成果の速報、実験結果の詳細、詳細なプログラム、総合論文などを掲載した

佐賀大学海洋エネルギー研究所報告「OTEC」を発行しております。 
本誌は、海洋エネルギーおよびその複合利用分野についてのコミュニケーション誌として

も利用していただくために、広く論文を募集しております。「OTEC No.30 (2025)」は、2026
年 3 月に発行を予定しておりますので、積極的な投稿をお願いいたします。なお、添付の投

稿規定をご確認の上、ご投稿くださいますよう宜しくお願い致します。 
 
投稿方法:  
下記の申し込み先に、原稿の電子ファイル（PDF あるいは Word）を E-mail にてお送りく

ださい。E-mail には、代表者氏名、所属、連絡先、E-mail アドレスを明記してください。 
海洋エネルギー研究所編集委員会で査読後、採否を E-mail にてお知らせ致します。 
（原稿送付後 3 日経過しても、受取の連絡がない場合は確認をお願いします。) 
 
最終原稿締切:   2025 年 12 月 26 日（金） 
発行予定:     2026 年 3 月下旬 
原稿執筆: Word テンプレートを参照してください。 

http://www.ioes.saga-u.ac.jp/jp/files/uploads/OTEC(Japanese)-Template.docx(日本語) 
http://www.ioes.saga-u.ac.jp/jp/files/uploads/OTEC(English)-Template.docx(英語) 

原稿作成上の留意点: 

・報告書は HP にて電子媒体掲載となります。場合によっては白黒印刷となります。 
・最終印刷物ではヘッダに論文名と著者および頁数が入っておりますが、作成いただく原稿

には記入不要です。 
 
過去の「OTEC」目次は以下の HP にあります。 
http://www.ioes.saga-u.ac.jp/jp/publication/journal-otec-top 
 

                    申し込みおよび問い合わせ先:    
佐賀大学海洋エネルギー研究所  

OTEC 編集担当 森﨑敬史 
E-mail: otecedit@ioes.saga-u.ac.jp 

 Tel: 0955-20-2190 
Fax: 0955-20-2191 

 

http://www.ioes.saga-u.ac.jp/jp/files/uploads/OTEC(Japanese)-Template.docx
http://www.ioes.saga-u.ac.jp/jp/files/uploads/OTEC(English)-Template.docx
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佐賀大学海洋エネルギー研究所報告 

投稿規定 
 

平成 15 年 3 月 運営委員会承認 
令和 2 年 7 月改訂 運営委員会承認 

 
1. [発行目的] 佐賀大学海洋エネルギー研究所（以下 当研究所）の研究成果及び海洋エネ

ルギーに関する研究者の原著論文の印刷公表の場として、その研究成果の交流・活用をはか

ることを主要目的とする。 
 
2. [原著論文] 投稿論文は、海洋エネルギー研究所編集委員会（以下 編集委員会）の承認

を得たものとする。 
 
3. [投稿者の資格] 原稿を投稿する者は、原則として当研究所の教職員および編集委員会に

おいて認めた原稿執筆者とする。ただし、発行目的を鑑み、広く投稿者を募る。 
 
4. [著作権] 掲載論文等の著作権は原則として当研究所に帰属する。 
 
5. [使用言語] 原稿は原則として日本語及び英語で執筆する。 
 
6. [実験値の不確かさ] 原稿中の実験値には、何らかの方法に基づいて、不確かさ区間を記

述することが望ましい。 
 
7. [単位] 原稿で用いる単位は SI とし、必要に応じて従来単位を併記する。 
 
8. [原稿の採否] 原稿の採否は、査読後、編集委員会で決定する。 
 
9. [原稿の責任] 掲載された内容についての責任は、すべて著者が負うものとする。 
 
10. [掲載料] 掲載料は、当研究所が負担する。 
 
10. [掲載論文等の転載] 掲載論文等を原著者が翻訳・翻案・複製などをすることを妨げない。

ただし、掲載論文等をそのまま他の著作物に転載する事は、当研究所の出版権に係るので、

原著者といえども予め編集委員会に申し出てその承諾を得なければこれを行ってはならない。 
 
以上 
  



By-laws for submitting a manuscript to technical Report on Institute of Ocean Energy, 
Saga University (IOES) 

 
Approved in March 2003 

Revised in July 2020 
 
1. [Purpose of Publication] The main purpose of this technical report is to publish the 
original papers by researchers on ocean energy for exchanging and utilizing the results 
of the research conducted by the Institute of Ocean Energy, Saga University (hereinafter 
referred to as "the Institute"). 
 
2. [Acceptance of manuscripts] The acceptance of the manuscripts shall have been 
approved by the Editorial Committee of the Institute of Ocean Energy, Saga University 
(hereafter, the Editorial Committee). 
 
3. [Qualification of the Authors] An authors of the manuscripts shall be the approved by 
research staffs of the Institute and the Editorial Committee. However, in terms of the 
purpose of publication, we will invite relevant authors widely. 
 
4. [Copyrights] Copyrights for published papers shall belong to the Institute. 
 
5. [Language] The manuscript shall be written in Japanese or English. 
 
6. [Uncertainty of Experimental Results] It is desirable to declare the uncertainty in the 
experimental results in the manuscript. 
 
7. [Unit] The unit used in the manuscript shall be follow International System of Units 
(SI), and the conventional unit can be simultaneously described, if necessary. 
 
8. [Approval] The manuscript will be reviewed and judged by the Editorial Committee. 
 
9. [Responsibility] Authors shall be responsible for the contents of the paper. 
 
10. [Publication fee] No fees requires for authors to issue the papers. 
 
11. [Reproduction of published papers] The authors can translate, adapt and copy their 
own publish papers for the publication to the journals. However, for the duplication of 
the published paper shall be approved by the Editorial Committee in advance. 


